
第３回北九州市ＰＣＢ処理監視委員会議事要旨 

 

 

１ 開催日時  平成１４年８月８日（木） １５：００～１７：１０ 

 

２ 開催場所   北九州市エコタウンセンター 

 

３ 会議次第 

（１）北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業（第１期）について 

（２）北九州市内のＰＣＢ廃棄物の保管台数について 

４ 出席者 

（１）委員 

浅岡 佐知夫 委員        稲永 勝 委員 

柿内 よし子 委員        是永 逸生 委員 

嶋津 元彦 委員         津田 潔 委員  

成田 裕美子 委員        東 敏昭 委員 

古野 和彦 委員         水城 秀信 委員 

吉永 耕ニ 委員 

 （２）顧問 

   浅野 直人 顧問 

 （３）環境事業団 

環境保全・廃棄物事業部長 鏑木 儀郎 

安全対策室長 山本 昌宏 

建設管理課長 倉持 徹也 

北九州事業所長 吉本 範男 

北九州事業所管理課長 齊藤 寛 

北九州事業所業務課長 水取 周隆 

 （４）関係行政機関 

   環境省産業廃棄物課課長補佐 吉澤 正宏  

   北九州西労働基準監督署安全衛生課長 山田 一成 

   若松海上保安部警備救難課長 小林 三郎 

   福岡県環境部廃棄物対策課長補佐 永津 龍一 

北九州市 

環境局廃棄物指導課長 原口 清史 

環境管理課長 野田 清敏 

経済局水産課長 田代 清一郎 

若松区まちづくり推進課長 佐野 正勝  

消防局警防課長 坂田 親志 

指導課危険物係長 湯越 辰也 

 （５）事務局（北九州市） 

環境局長 大庭 清明 
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   総務部長 中園 哲 

   環境産業政策室長 垣迫 裕俊 

  環境産業政策室主幹 谷上 昇 

 

５ 議事概要 

【Ｑ＝質問、Ａ＝回答、Ｄ＝要望、Ｏ＝意見】 

（１）北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業（第１期）について 

  ・〔資料１－１〕、〔資料１－２〕を環境事業団が説明。 

○ 北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）建設工事の契約内容を説明した。 

○ 北九州ＰＣＢ廃棄物処理事業（第１期）の概要について、スライド（資料１－

２）を用い説明した。 

○ 技術保有企業の実績や処理の仕組みなどについてビデオを用い説明した。 

 

【環境省コメント】 

○委員長 

環境事業団から具体的な処理方式等の説明があったが、ＰＣＢ処理施設は、環境省か

ら北九州市へ立地要請がなされたものであり、環境省から一言コメントをいただきたい。 

 

○環境省 

環境事業団からの説明のとおり、７月１日に処理技術が決定し、今後、着工に向けた

準備が進められる。施設の安全性等に関して詳細に説明したが、所管官庁として、安全

に万全を期して実施できるよう指導していきたい。処理は当然のことながら、今後、約

２年間工事が進められるが、工事中においても、安全に万全を期して、何事も無く２年

間の工事が進むようきちんと指導して参りたい。 

 

◆討議内容 

【ＰＣＢ処理の実証データについて】 

○委員 

Ｑ： 処理技術の基本的な原理、ＰＣＢの塩素がナトリウムの作用で脱塩素化される

プロセスについて今のスライドで確認できたが、実際の処理システムについて、

実証試験を実施したときのデータ、ＰＣＢの初期濃度や処理後の濃度、温度、反

応槽の運転表示、容量、処理時間等を教えて欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： 処理対象のＰＣＢ濃度やどの程度まで濃度が低下したかという実証データにつ

いて説明する。 

専門用語となり申し訳ないが、ＫＣとは、カネクロールと言い、ＰＣＢ液の品

番のようなものである。ＫＣ３００（塩素が３つ付いた、ＰＣＢ濃度が１０％の

ＰＣＢ油）の場合には、処理すると、ＰＣＢが0.61ng･TEQ/g、コプラナＰＣＢが

0.11pg･TEQ/gとなる。ＫＣ１０００（塩素が５つ付いたＰＣＢ油に５０％別の油

を混ぜたもの）を処理すると、ＰＣＢはＮＤ（検出できない）、コプラナＰＣＢも

ＮＤとなる。その他に、ダイオキシン類とヒドロキシＰＣＢも下がり、ＫＣ３０

０を処理してもＫＣ１０００を処理しても、いずれもＮＤとなる。 
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○委員長 

Ｄ： 今の説明をもう少しわかりやすい数値で説明して欲しい。 

ピコグラム、ナノグラムは、通常は理解されづらい単位である。ＮＤは、not 

detected（ﾉｯﾄﾃﾞｨﾃｸﾄ：検出できない）であり、日本語で説明して欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： ナノグラムとか、ピコグラムとは、ナノが１０億分の１、ピコが１兆分の１と

いう非常に小さい単位である。 

○委員長 

Ｄ： 「卒業判定の基準に対して何千分の１となる」のような説明をして欲しい。 

○顧問 

Ｄ： 大事な質問であるので、口頭での説明よりも、書面があれば書面を出した方が

良い。口頭で言われても、我々は実物を見たわけではないので、出せるものがあ

れば出すことがフェアだと思う。 

必要なコメントを付け、市民が見てもわかるような整理をして、資料を出して

欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： 後日、書面で回答します。 

 

【決定した処理方法の実績について】 

○委員 

Ｑ： 処理の方法について、メーカーを決める場合には実績が一番気になるが、１日

9kgの処理の実績だけか。 

また、9kg の実績に対して、今回の計画では 500kg であるが、その関連をどの

ように評価しているか。 

○環境事業団 

Ａ： 資料１－２、スライドP21が今回採用する日本曹達㈱の液処理の実績である。

ビデオでも紹介したが、日本曹達㈱高岡工場が既に稼動しており、1 日の処理量

は40kgである。北九州事業では日量0.5t、500kgであるので、日本曹達㈱高岡工

場の約10倍の処理能力となる。実際の施設としての実績は、40kg/日である。 

なお、北陸電力㈱では、北九州事業と同程度のものを作っている。 

 

【処理方法の選定について】 

○委員 

Ｑ： 第1回、第2回委員会での処理方法の説明と若干変わっているが、今回、ナト

リウムを使う方法を選定された経緯や理由の説明をお願いしたい。 

○環境事業団 

Ａ： 環境事業団の委員会の報告書では、脱塩素化分解法又は光分解法となっている。

今回、公募をしたが、技術提案を受けたのが脱塩素化分解法であり、光分解法では

なかったことが、脱塩素化分解法になった理由である。 

 

【金属ナトリウムについて】 

○委員長 
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Ｑ： 通常、金属ナトリウムは危険な化学物質であるが、それに対してどのような技

術的配慮をしているか紹介していただきたい。 

○環境事業団 

Ａ： ビデオでも紹介したように、金属ナトリウムそのものを薬剤として使うのでは

なく、処理技術を持っている日本曹達㈱が開発したＳＤ１５という金属ナトリウ

ムを細かい粒子状にして油の中に分散させた「金属ナトリウム分散体」という薬

剤を使っている。 

このことにより、金属ナトリウムの持つ危険性は無くなり、通常の油と同様の

取扱いが可能となる。また、処理時においては、ＰＣＢとうまく反応して、高い

反応性も得られる。 

また、処理施設には、金属ナトリウムなどの反応に対して、空気が入らないよ

うにセンサーで監視し、万が一に備えて窒素を注入するなどの対策を講じるなど

を、通常の安全対策に加えて講じることとしている。 

（ビデオを映し）金属ナトリウムを分散させたものの外観である。金属ナトリ

ウムを油の中に分散させると、「どろどろ」、「さらさら」の液となる。これには、

金属ナトリウムそのものが持っている危なさはない。 

 

【施工業者について】 

○委員 

Ｑ： 説明の趣旨と少し違うかもしれないが、資料１－１に関連して、１社だけが入

札に応じたと説明があった。とても気になるが、海外に周知したが全く応札が無

く、この１社だけに決まったのか。 

もう一つは、技術分担の中で、日本曹達や三井物産が持つ技術はわかったが、

新日鉄が入っている。ここにいる各社の関係がよくわからない。なぜこういう形

になったのか見えてこないので教えて欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： 外国企業との関係では、ＵＮＥＰ（国際連合環境計画）が出している、それぞ

れの国でどのようなメーカーがいるかという資料を元に、その国の大使館、ＥＵ

の東京事務所に話をして、「これからＰＣＢ処理施設の入札を予定しているが、関

心の企業にお知らせいただきたい」とあらかじめ伝えた上で、国際入札として、

官報に英文付きの公告を行った。しかし、応募は無かった。門戸を広げたが、外

国から応募が無かったということである。 

各企業の役割であるが、「資料１－１、４、①契約業者名」に、「代表者、新日

本製鐵株式会社」とある。この「新日本製鐵株式会社」は、総合エンジニアリン

グ企業である。「日本曹達株式会社」は、液処理技術を持っているメーカーである。

「三井物産株式会社」は、通常は商社としてのイメージが非常に強いが、この場

合は、ＰＣＢの容器の処理、解体や洗浄、特に洗浄部分の技術を持つメーカーで

ある。「大成建設株式会社」と「株式会社竹中工務店」の２つが一緒になった共同

企業体は、建築工事の部分を担当する業者である。 

今回の入札では、液処理の技術がある人、前処理と言っているが洗浄などによ

り容器を処理する技術のある人、建設する技術がある人、それに加えて全体の整

合性を図る、総括できる総合エンジニアリング企業を求め入札を行った。その全
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体の総括をする総合エンジニアリング企業が、新日本製鐵株式会社であったとい

うことである。こういう異工種の共同企業体が今回の受注者としてある。 

○顧問 

Ｏ： 私も素人であまりよく物事をわかっていないが、製鐵会社は鉄を作る会社だと

思っていたが、最近では何でも作る会社だと思っている。ものすごい技術力があ

ることは事実で、高い技術の集積体のようなところもある。例えば、廃棄物処理

の分野では、製鐵の溶鉱炉の技術を使った溶融炉プラントなどに積極的に取り組

んでいる。私も実際に見て回っているので、単なる鉄会社ではない総合力、プラ

ントの部分が評価されたのではないかと思う。 

○環境事業団 

Ａ： 鉄を作るからではなく、今回の発注の公告をする際には、総合エンジニアリン

グ企業として要件を求めている。廃棄物処理施設で１００トン以上の処理プラン

トを設計・施工・管理をした経験・実績や、化学プラントの運転管理の経験・実

績などの要件を掲げている。 

新日本製鐵が、その要件に適合する者として、総合エンジニアリングの部分を

担うこととなったのである。 

○委員 

Ｏ： 別々の会社が共同企業になっているが、この町は新日鉄の地元ということもあ

り、応札の状況を確認したかった。 

他の製鐵会社がすばらしい技術を持っているとも聞く。なぜ新日鉄だったのか

ということがある。厳密な内容の検討やその過程の確認が必要である。また、期

待される仕事はしてもらわないとだめだと思う。 

その辺についての検討は、例え地元の企業であっても、１社のみの場合には、

より厳密に考えるべきことではないか。 

 

○委員長 

Ｑ： 役割分担に関して確認したいが、実際の処理設備は、新日鉄が担当するのか。 

また、建設工事では、例えば試運転までなど、どこまで責任をもった会社が担

当するのか。 

○環境事業団 

Ａ： 例えば、日本曹達の技術を評価した液処理の部分には、日本曹達の技術があり、

三井物産の技術を評価した前処理の部分には、三井物産の技術がある。そして総

合エンジニアリングとして全体を見ているのが新日本製鐵となる。全体の整合性

を取ることが必要であり、建物を含めた全体としての安全対策に責任を持つ必要

がある。 

責任ということでは、今回、環境事業団の報告書でも、北九州市の条件にも、

「全体としての責任が不明確にならないように」とあり、「運転管理の段階まで、

施設を作った人たちが技術を伝えなければいけない」とある。そういう意味では、

北九州ＰＣＢ廃棄物処理施設（第１期）異工種建設工事共同企業体という一つの

組織が責任主体であり、その代表者が総合エンジニアリング企業である新日本製

鐵株式会社ということである。ですから、こうした企業に対して、直接注文をし、

今回の審査でも、２段階にわたって技術評価を行っている。 
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【緊急時の対応について】 

○委員 

Ｑ： 緊急事態が起こった場合に、私たち市民に知らされるのは、往々にして後手後

手に回ることが多いと思う。今回、「情報公開」となっているが、どういう手段で

伝わるのかお聞きしたい。 

○環境事業団 

Ａ： いくつかの手段を講ずるつもりである（スライドP33）。 

プレゼンテーションルーム、情報公開ルーム、見学者通路などのツールがある。

情報公開ルームでは、リアルタイムで運転状況を見せ、運転データやモニタリン

グデータなどを見られるようにする。そこはなんだおかしいのではないかと、止

まっているのではないかということが、すぐにわかるようになっている。また、

それに対して、どういう手立てを講じるかということも、すぐにわかるようにし

ている。 

情報の公開は情報公開ルームだけではなく、運転データやモニタリングデータ

を、環境事業団のＨＰでも、市内でも見られるようにと考えている。市内での具

体的な場所はこれからの相談事項であるが、リアルタイムのデータや運転の状況

のデータが、市内のどこかで見られるようにしようと考えている。 

○顧問 

Ｄ： 委員の質問は、スライドP31、32ページの緊急時の対応において、緊急時の対

応が「報告・協議」が枠の全体に書いているが、全部事が収まってから市等に報

告があって、それから市民に知らされることにならないかという質問である。事

が起こった時に、今どういう状況であるかを直ちに市民に知らせる体制が出来て

いるかという質問である。「これは出来ている。」、あるいは、「これから市との協

定などの段階で話し合う。」ということを答えていただきたい。 

○環境事業団 

Ａ： 「報告・協議」は、直ちに連絡する意味で使用している。その結果についても、

何があったのかについても、情報公開する。 

 

【情報公開の手段について】 

○委員 

Ｑ： 情報公開の手段として、マスコミの積極的な利用もあるが、どのようなことを

考えているか。 

○環境事業団 

Ａ： 利用というとおこがましいが、どんどん報道していただければと思っている。 

 

【施設の管理レベルについて】 

○委員 

Ｑ： スライドP12、「処理施設におけるＰＣＢ廃棄物の流れ」の中で、管理レベル２、

管理レベル３のポイントは何となくわかるが、洗浄や液処理の区域が管理レベル

１となるのは、容器の問題などが理由か。 

○環境事業団 

Ａ： 液処理では、タンクの中で処理が行われ、そのタンクにパイプが付いていて、
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ＰＣＢが外に出ない状態になっているので、装置の外側の空間は管理レベル１と

いう考え方である。 

洗浄でも同じように、機械の中で行われているので、その外側の空間は管理レ

ベル１という考え方である。 

○顧問 

Ｄ： 「管理レベル」という言葉の受け止め方が、市民感覚での受け止め方と、環境

事業団側との受け止め方が違っている。 

施設の中で働いている人から見れば、実際にＰＣＢに直接触れて作業をする人

がいて、作業する人の側のリスクが非常に高い場合には、管理レベルを厳しくし

て、きちんとした防護服で管理をする。また、タンクが壊れることが万一あれば

アウトであるが、通常、タンクが壊れることは余り考えられないので、特に防護

服を着なくても立ち入れるエリアが管理レベル１であると考えている。 

しかし、施設の外の一般市民から見れば、この施設から外に一切物が出ないよ

うにする意味では、常に管理レベルは同じレベルであると考える。さらに、管理

レベル３では、緊張して仕事が行われるし、管理レベル１では、ずさんな仕事を

やるのではないかという疑問が、市民には最後の最後に残る。 

だから、管理レベルを説明するときには、どういう意味でその管理レベルとし

ているのか、建屋全体から外に出ないようにするために完全に緊張が保たれてい

るという前提がなければ、大変誤解を与える。 

その辺をもう一度きちんと説明し直して欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： スライドP12、P13の、管理レベルが高いから低いに流れる図に、一般取扱区域、

管理レベル１、２、３の関係を書いている。 

スライドP14は「ＰＣＢ処理施設の立面イメージ」であるが、処理施設の建物

全体の外側が一般環境である。 

まず第一に、一般環境と処理施設の中とは、しっかりと区別する必要がある。

建物の中には色々な装置があり、液処理には、反応槽、薬品槽などがある。いず

れもタンクの中に入っており、そこで働いている人たちは、ＰＣＢとあまり接触

しない。接触しないので、労働者の目から見て管理レベルは１となる。 

ところが、解体や抜油するところでは、機器が大きいので、グローブボックス

を介して間接的に触るようなことはできず、実際にトランスに触って解体しなく

てはならない。大体は機械を動かすのであるが、働いている人にとっては、ＰＣ

Ｂの入っている容器に実際に触ることもあるため、管理レベルを高くしている。 

つまり、中で働く人の目から見て、管理の程度を高くするところを管理レベル

３としており、逆に、中で働く人がＰＣＢに触れないが、装置等の中にＰＣＢが

あるところでは、念のため部屋を管理レベル１としている。 

いずれにしても、顧問のご指摘の様に、施設全体と外界は隔絶する必要がある。 

また、装置中に入っているＰＣＢが外に漏れ出すことについて、何重もの安全

性を保つ必要がある。そのため、装置の密閉性が高い場合でも、ＰＣＢがぽたぽ

たと漏れたり、わずかなＰＣＢを含む溶剤がポタポタと漏れたりするときには、

「オイルパン」という簡易なトレイでまず受け、ポタッと落ちてきた時に警報が

鳴るようにしている。 
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さらにもう一重の安全ということで、床は不浸透性にし、かつ負圧で部屋を管

理し、防油提で押さえるという何重もの安全策を講じて、外と中を区分けしてい

る。 

また、中で働いている人が実際に安全に作業できるように、局所排気、モニタ

リングを行う。 

さらに外に出していく部分では、「スクラバ」でＰＣＢを油で落とし、さらにも

う一重の活性炭処理をすることで対応している。 

○委員長 

Ｑ： 「ＰＣＢの管理」と「人に対する安全に対する管理」とが区別されるとのこと

であるが、原理的には同一ではないのか。 

「施設の中で働いている人間に対する安全性」と「施設の外部に対する安全性」

を確保することの重要性は同じになると思うが、その点をもう少し説明していた

だきたい。 

○環境事業団 

Ａ： ＰＣＢ処理の安全対策は、直接的には中で働いている人の作業安全の問題であ

る。実際の作業安全を確保できれば、施設の外に対してもより安全性が高まる。 

安全確保ができないことは問題であり、作業者がより安全に作業できなくては

ならないので、ＰＣＢ処理の安全対策を考えた場合に、各種のセンサー類の二重

化や漏洩防止対策などの様々な対策と併せて、作業安全の確保も一体として、処

理の安全性を確保する考え方で施設を作ることとしている。 

○顧問 

Ｏ： 私の解説が誤解を与えてはいけないので、委員長が注意をされたと思うが、委

員長の今の質問はこういう意味である。 

レベル３とは、ＰＣＢがかなり裸の形で扱われる場であり、そこで作業する人

もより慎重でなくてはならない。当然その場の施設も安全性の高いものでなくて

はならない。それが、一旦閉鎖系の中に入ってパイプからタンクへと動くように

なった段階では、その装置そのものがきちんと守られていれば大丈夫であるので

管理レベルは低くなるが、管理レベル３の対応、外に対するセキュリティーが高

いことは間違いないので、その点を説明して欲しいということである。 

 

【施設の安全マニュアルについて、委員会資料の事前配布について】 

○委員 

Ｑ： 今日、第１期事業の概要をいただいた。資料中の多くを占めているが、現在稼

動している民間企業での処理の内容についての説明があった。ＰＣＢ処理をして

いる企業の安全基準のようなものが具体的にどのようになっているのかと感じた。

排気対策やモニタリングの問題、作業安全対策のマニュアルなどがあると思うが、

資料３に東京電力の安全対策とあるが、項目だけが羅列してあり具体的な中身は

不明である。 

スライドにもあったが、処理施設は大きな建屋ではなく小さなものであるが、

扱っているのはやはりＰＣＢであり、そのため、環境事業団なり環境省が、企業

に対する安全基準などを具体的に指導し、さらに、現地の施設などでも対応を行

っていると思う。こういったものがあれば、お聞かせいただきたい。 
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これは要望であるが、前回も、今回も、冒頭１時間早口で喋られると、我々は

全く素人であるので何を言っているのかがよくわからない。できれば、資料につ

いては事前に配布していただきたい。前回の輸送基準についても長い長い説明が

あった。是非資料の事前配布をお願いしたい。 

○委員長 

Ａ： 委員の質問は２点あった。 

まず、実際に操業している施設の安全マニュアルがどうなっているかという点

である。前回委員会でもあったこの指摘に関しては、今日予定している２つの議

題の後に、資料３に基づいて説明を受けたいと思う。 

２点目の、委員会資料の事前配布に関しては、今後はなるべく沿える方向で努

力していただきたい。また、この委員会で配られた資料に関する質疑応答を次回

も行う形にすれば、ある意味ではフォローできるのではないかと思う。 

○事務局 

Ａ： 事務局としては、なるべく早く資料を作成し準備したいと考えている。 

今回は、７月から、どういう形で説明した方がよいかについて環境事業団から

相談を受けた。なるべくわかりやすい方がよいので、用語集の作成を依頼し、７

月後半から、今まで資料を作っていただいた。 

次回以降は、なるべく早く提出するようにしたいと考えている。 

さらに議題についても、１回議論しただけではということだと思うので、必要

があれば次回の議題に挙げたいと思う。 

 

【安全施設の整備について】 

○委員 

Ｄ： 的外れかもしれないが、監視委員会としての要望にならないとも思うが、説明

を受け、新日鉄や三井物産などの仕事分担がわかった。この施設全体の金額と思

うが、１５６億円の大きな仕事である。スライドP10の「施設の外観イメージ」

では、緑が植えられている。先日ガバナンスという雑誌のインタビューを受け、

「このような緑地はいらないのではないか、その分の費用を安全施設の方に回し

たらどうか。」と話をしたが、安全に際限は無いと思うので、できるだけ安全施設

の方に回していただきたいと思う。 

また、三井物産の不正入札の問題に関連して、いくつかの自治体が応札の自粛

を申し入れたという記事も読んだ。質問にもあったが、お金を回せるものならば

安全施設の方にとにかく回していただきたいという要望である。 

 

【顧問コメント】 

○委員長 

顧問が、所要のため退席する。その前に、顧問から、今日の説明に関する総括的な

コメントをいただきたいと思う。 

 

○顧問 

まだ質疑が続いていますが、今日の皆様方のご質問、大変適切な質問が出ていまし

た。 
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どうしても事業者は技術屋集団の感覚で物を言ってしまうのですが、この委員会で

の皆様方のご質問が、まったくピント外れでなく、非常に的確な質問が出ているし、

ご意見が出ています。 

委員がどういうつもりで質問しているのかを事業者が理解して、きちんと答えてい

くことが、広くは地域の住民の、市民の皆さん方の理解を深めるためになると思いま

す。 

今後とも、事務局、事業者ともその点を十分留意をして、質問に対して、決しては

ぐらかしているような答をしているとは思わないのですが、一生懸命答えているので

すが、聞いていると、どうも質問している人の意図がよくわかっていない気がします。

あまり細かい技術的なことを質問する以前のところで、皆が疑問に思っていることに、

的確に答えていただきたい。やっていることについて、十分に理解できるように十分

努力をしていただきたいと思います。今日はそんな感想を持ちました。 

 

【施設運転時のリスク対策について】 

○委員 

Ｑ： ビデオなどを見て、施設設備の内容はよく理解できた。 

作業者のモラルに係る作業リスクに関して、施設内の設備を作業者がどのよう

に扱っていくかという点について、例えばリアルタイムで映像を流して、作業者

を管理することで大丈夫だと思うが、他に気を付けようとする点があれば教えて

いただきたい。 

○環境事業団 

Ａ： 運転操作について、運転設備を構成する様々な設備を細分化して、それぞれを

どう運転したらよいかという要領書を細かく作り、実際に現場で働く人に教育す

ることが第一だと考えている。 

作業者、処理を監視することについて、ＩＴＶ（カメラを設置し、作業の状況

や設備の状況をテレビ画面で監視するシステム）やセンサーにより機械的に見る

ことにしている。 

また、誤った操作が起きないようにするため、インターロックシステムという、

何か誤った操作で、機械が想定していないことが起こることを防ぐシステムを付

ける。 

このシステムは、例えば、オートマチック車で、パーキングにギアが入ってい

るとき、ボタンを押さないと動かないとか、ブレーキを踏まないと動かないとい

うものである。このシステムを付け、入れてはならないスイッチを押しても、入

れてはならないタイミングで押しても、誤動作が起こらないようしている。 

予め何をしなければならないかを明らかにすること、誤った操作が起きないよ

うにすること、センサーとモニターとで確認することの三段重ねを考えている。 

 

【他施設の視察について】 

○委員長 

Ｑ： 先ほどの発言にも関係するが、実際に稼動している設備をビデオを使って説明

していただいた。 

前回の委員会で、処理方式が決まったら、その方式を取っている処理施設へ視
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察するという話が事務局からあったと思う。 

視察に関してどうなっているか、お答えください。 

○事務局 

Ａ： 視察の件については、具体的な処理方式が決まったので、現在、環境事業団と

も相談しながら、北九州市に設置される施設に最も参考となる施設先の選定を行

っている。 

日程については、１０月から１１月の間で視察を実施したいと考えており、こ

れを第４回目の監視委員会にしたいと考えている。 

後日、委員の皆様にスケジュールをお伺いし、日程調整を行いたい。 

○委員長 

Ｏ： 視察では、具体的にどのような安全対策を採られて、どのような形で運営され

ているか、操業されているかを見られればと思う。 

 

【緊急時の連絡体制について】 

○委員 

Ｑ： あってはいけないことだが、もし事故が起きた場合に、住民に対する連絡は何

処が担当するのか。 

○環境事業団 

Ａ： 市の当局、また、消防や警察などの関係部署との連絡網を、予め市と相談して

作る予定である。 

市民の皆さんに直接連絡する指示があればそのように対応するし、そうすると

混乱するので別のルートで連絡した方が良いということであればそれに従いたい。 

いずれにしろ、これからご相談させていただきたいと思っている。 

○事務局 

Ａ： 施設の運営等については、環境事業団の責務であることは当然であるが、仮に

万が一の場合にどういう対策を採るかについては、市としても、市民の安全と健

康を守る立場から、当然重大な関心があり、責任があるので、体制をきちんと明

記できる形で、どういう基準で何をするかということを、示せるようにしていく。 

また、先ほど緑地についての話があったが、市としては、必要以上のものを要

求するつもりはない。しかしながら、エコタウンを含めた響灘全体の緑が少ない

という指摘もよく受けている。工場立地法という法律に基づいた敷地面積である

１５％、２０％の敷地を緑地にすることは要望している。 

 

（２）北九州市内のＰＣＢ廃棄物の保管台数について 

  ・〔資料２〕を北九州市環境局が説明。 

ＰＣＢ特措法に基づきＰＣＢ廃棄物保管事業者が届け出た保管状況等について、市

の集計結果を説明した。 

 

◆討議内容 

【市の保管台数、使用中の機器が廃棄処理になる時期について】 

○委員 

Ｑ： 北九州市が保有している高圧トランス等の台数、２点目として、現在、ＰＣＢ
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が入っているトランス等を使用している台数、３点目として、現在使用中のトラ

ンス等が、廃棄処理になる時期は、何年度にどれくらいになると考えているのか、

以上３点について、お尋ねする。 

○北九州市環境局 

Ａ： 市の保管分は、高圧コンデンサーが２０４台、トランスが４台である。 

市が使用している分については、改めて次回にお出ししたい。 

○委員長 

Ｑ： 先ほどの説明には市の物は含まれていないのか。 

○北九州市環境局 

Ａ： 全部併せている。 

○委員長 

Ｑ： 市内の事業所には、市も入っていますかという質問である。 

○北九州市環境局 

Ａ： 入っている。 

○委員長 

Ｄ： 内訳を聞かれているので、次回に出していただきたい。 

 

【全国のＰＣＢ廃棄物の集計状況について】 

○委員 

Ｑ： 先日、テレビで、ＰＣＢ廃棄物の保有台数が北九州市分だけで２割増というの

を見た。これから先17県分を処理するが、北九州市分だけで２割増ということは、

掛ける１７どころではない。処理の許容量というものを、環境局である程度考え

ているのか。 

○委員長 

Ｑ： 環境省から、全国又は17県がどういう状況にあるかということ、福岡県から、

福岡県分がどのような台数であるかを、答えられれば答えていただきたい。 

○環境省 

Ａ： 環境省では、各都道府県の集計データをいただき、全国の集計をしているとこ

ろである。まだ集計が完全に終わっていないので、公表していない状況であるが、

近々にはまとまる予定である。 

環境省から出ている最新の全国数値は、旧厚生省が平成10年度に調査を行い、

その結果をその後若干のフォローアップを行いながら、平成12年7月に記者発表

をした数字であり、その全国の台数は、高圧トランス・コンデンサが約37万台と

いう数字である。 

現在は、ＰＣＢ特措法に基づいて、昨年度調査し結果を集計しているところで

ある。 

○委員長 

Ｑ： 何時頃結果がまとまるか。 

○環境省 

Ａ： 近々にはまとまる予定である。 

 

【調査の確度、保管状況について】 
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○委員 

Ｑ： 処理設備の設計面などで非常に詳細に神経を使っているのに対し、この調査デ

ータは２年間で沢山増えている。 

また、保管している期間が長くなっている状況の中で、今後、実際に動かして

処理することになるが、正常に保管できているかチェックされているのかという

心配がある。 

資料中に「立ち入り検査を行い」とあるが、実際に物がきちんと保管されてい

るかについて説明していただきたい。 

○北九州市環境局 

Ａ： 信頼性についてであるが、昨年7月に法律が施行され、市でも説明会等を開き、

立入や指示等を出し、概ね、届出を受けたと考えている。 

一方で、持ち主がＰＣＢ廃棄物に気付いていないため届出していない方がいる。

ＰＣＢを使用した電気機器等は特殊なものであり、それを管理している電気保安

協会や九州電気管理技術者協会を通して、洗い出しをしている状況である。 

ただ、今後増えるのは、使用中のものが保管に回るものと考えている。 

２点目の保管の状況について、これも本市では公表している。市の取りまとめ

た分については公告・縦覧し、皆さんに見ていただいている。社会的な目で見て

いただくことで、保管することを担保している状況である。 

市としては、立入検査、指導等により、実態を把握していこうと考えている。 

もう一点、委員から、使用中のものが廃棄に変わるのは何時頃かという質問が

あった。ＰＣＢは１５年間で処理しなければならないと法律で決まっており、北

九州市分については、処理開始後２年以内で処理していただこうと考えているの

で、そういう指導をしていきたいと考えている。 

ただ、使用事業者の都合があるので、１５年間で処理していくことについて、

今後、きちんと伝えていきたいと考えている。 

 

（３）東京電力㈱ＰＣＢ処理施設における安全対策 

・〔資料３〕に基づき、事務局より説明 

第２回監視委員会で、委員から、民間のＰＣＢ処理施設の安全規則等についての資

料要求があった。 

事務局が、平成１３年１０月からＰＣＢ処理施設を稼動させている東京電力に照会

したところ、詳細な内容については企業のノウハウ、プライバシーに係るため公開で

きないが、マニュアルの項目単位については公表できるとの回答を受けた。 

そこで、東京電力が作成した資料を、事務局が説明した。 

 

【北九州事業にかかるマニュアルについて】 

○委員長 

Ｑ： 詳細については、企業のノウハウやプライバシーに係る内容があるため外部に

は出せず、この件については、これ以上の議論は出来ないと思うが、北九州事業

に対しても、環境事業団はマニュアルを作るのか。 

○環境事業団 

Ａ： はい。 
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○委員長 

Ｑ： その点について、説明して欲しい。 

○環境事業団 

Ａ： このような安全に関して、１つ目は、運転操作をきちんと行うマニュアル、２

つ目は、保守点検をどのような順序で何を点検しどういう補修をするかというマ

ニュアル、３つ目は、緊急時対応のマニュアルという３本柱からなるマニュアル

あるいは要領書のようなものを作り、上手く安全に処理ができるようにする。 

 

【東京電力のマニュアルに関して】 

○委員 

Ｑ： 東京電力の関係であるが、事故や災害時における地域住民への通知、連絡につ

いて、あるかないかだけで結構なので、教えて欲しい。 

また、東京、関東であるので、地震時に対するマニュアル、安全対策上の規定

があるかをお尋ねする。 

○委員長 

Ｑ： 東京電力の事業に係る内容であるので、答えられる分について、答えていただ

きたい。 

○事務局 

Ａ： また後日、東京電力にお尋ねしながら、調べたいと思う。 

○委員長 

Ｄ： 委員のご指摘は、逆にいえば、安全マニュアル等について、こういう点を入れ

るべきではないかになると思うので、北九州事業の設備に関する意見として参考

にしていただきたい。 

○環境事業団 

Ａ： 緊急連絡の仕方については、よく相談させていただきたい。 

地震に関しては、今回、北九州事業の施設では、耐震の強度を上げることで、

地震についても安全な施設にしており、せん断力係数の１．５倍の強さを持つ施

設を設計している。 

せん断力係数とは、建築基準法で耐震設計に用いる用語で、地震に対する強さ

の係数である。 

 

【収集運搬に係る検討状況について、他都市の状況について】 

○委員 

Ｄ： 事業団並びに環境省に要望であるが、前回、２回目の監視委員会の時にも説明

があった、１７県からの輸送に関する取り組みについて、この場で答えなくても

良いが、どの段階まで進んでいるのかを、後で委員全体に文書で知らせていただ

きたい。 

また、北九州市以外の都市にも、ＰＣＢ処理について打診している話があった。

前回、都市名が出ていたが、その後、どのように進んでいるのか、経過について

文書で報告いただきたい。 

また、委員会の前に資料を事前にいただきたい。そうすると、調べることも、

勉強することも出来るので是非お願いしたい。他都市での取り組み状況等は新し
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く名乗りをあげた都市があれば、一緒に載せていただきたい。 

○環境省 

Ａ： 次回の委員会で、文書として出すことでよろしいでしょうか。 

今の段階の状況について、口頭で説明する。それ以外に新しい状況等について

は、次回以降の委員会で、文書、資料として示すことができると思う。 

収集運搬のガイドラインについては、第２回の監視委員会において「ＰＣＢ廃

棄物収集運搬の基本的考え方（案）」を説明した。それを元に、収集運搬、化学方

面の企業の協力を受け、課題を整理し、近々に第１回の委員会を設けて、ガイド

ライン策定に向けて動き出している状況である。 

西日本地区の１７県において、北九州市までどのように運んでくるのかという

検討については、国土交通省と連携した調査をしている。８月１日に第１回の検

討会を行い、予定では、後３回、全部で４回開催し、今年度で調査を完了する予

定である。委員会には浅岡先生にも委員として参加していただいている。検討会

では、特に１７県の収集運搬に関する課題、また課題に対する解決策について議

論したい。 

また、全国の状況については、第２回監視委員会で口頭で説明したが、現在、

各都市において、まさに地元に入って鋭意説明をしている状況である。状況等の

変化があれば、この委員会の中で資料として示したい。 

 

（４）次回委員会の日程について 

   次回、第４回監視委員会について、事務局より提案があった。 

第４回監視委員会は、処理施設の視察を考えている。日程は、１０月から１１月の

間で、視察先と委員のスケジュールを調整しながら決定する。 

 

○委員長 

Ｄ： 前回、視察に先立って、何を視察すべきかについて勉強会をするという話もあ

ったので、それもよろしくお願いします。 

○委員 

Ｑ： １泊２日でいくのか、２泊３日とか、何ヶ所行くとかを決めて欲しい。 

○事務局 

Ａ： 今日のところで何泊でというのは、委員の先生方のご都合もあるので、決めら

れないが、早急に調整させていただきたい。 

ただ、基本的には１泊２日の行程で考えている。それで行きこなせなければ、

例えば来年度ということも考えていく。２泊、３泊となると、なかなか先生方が

揃うのも難しいと思っている。早急に調整します。 

それから、委員長から提案のあった勉強会については、私どもも前向きに考え

ているので、皆様方のご都合を聞きながら、どういうことに焦点をあてて視察し

たらいいのかを一緒に勉強する機会を持ちたい。 

また、今日の議題で残ったところ、もっと聞きたいところがあれば、開催した

い。 

 

                           以   上 


